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●電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号）（抄） 

（目的） 

第一条 この法律は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的

なものとするとともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務

の円滑な提供を確保するとともにその利用者等の利益を保護し、もつて電気

通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進すること

を目的とする。 

（秘密の保護） 

第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 

２ 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信

に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後に

おいても、同様とする。 

（電気通信事業の登録） 

第九条 電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければな

らない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

一・二 （略） 

（業務の改善命令） 

第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気

通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限

度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることが

できる。 

一 （略） 

二 電気通信事業者が特定の者に対し不当な差別的取扱いを行つているとき。 

三・四 （略） 

五 電気通信事業者が提供する電気通信役務に関する料金その他の提供条件

が他の電気通信事業者との間に不当な競争を引き起こすものであり、その

他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、利用者の利益を

阻害しているとき。 

六～九 （略） 

十 電気通信事業者が電気通信設備の接続、共用又は卸電気通信役務（電気通

信事業者の電気通信事業の用に供する電気通信役務をいう。以下同じ。）の

提供について特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いを行いその

他これらの業務に関し不当な運営を行つていることにより他の電気通信事

業者の業務の適正な実施に支障が生じているため、公共の利益が著しく阻

害されるおそれがあるとき。 

十一 （略） 

十二 前各号に掲げるもののほか、電気通信事業者の事業の運営が適正かつ

合理的でないため、電気通信の健全な発達又は国民の利便の確保に支障が

生ずるおそれがあるとき。 

２ （略） 

（電気通信回線設備との接続） 

第三十二条 電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事

業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求
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を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。 

一 電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。 

二 当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。 

三 前二号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。 

（第一種指定電気通信設備との接続） 

第三十三条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が利用者の

電気通信設備（移動端末設備を除く。）と接続される伝送路設備のうち同一の

電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の

数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同

種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として総務省令で定

める方法により算定した割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該

電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設

置する電気通信設備であつて総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信

事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的

かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することが

できる。 

２ 前項の規定により指定された電気通信設備（以下「第一種指定電気通信設備」

という。）を設置する電気通信事業者は、当該第一種指定電気通信設備と他の

電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第一種指定電気通信設

備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額（以下この条において「接続料」

という。）及び他の電気通信事業者の電気通信設備との接続箇所における技術

的条件、電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別その他の接

続の条件（以下「接続条件」という。）について接続約款を定め、総務大臣の

認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ （略） 

４ 総務大臣は、第二項（第十六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。

以下この項、第六項、第九項、第十項及び第十四項において同じ。）の認可の

申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、第二項の認可を

しなければならない。 

一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていること。 

イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済

的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所に

おける技術的条件 

ロ 総務省令で定める機能ごとの接続料 

ハ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電

気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項 

ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別 

ホ イからニまでに掲げるもののほか、第一種指定電気通信設備との接続

を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項 

二 接続料が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えた金

額を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された金額に照

らし公正妥当なものであること。 

三 接続条件が、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその

第一種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合

の条件に比して不利なものでないこと。 
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四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

５ 前項第二号の総務省令で定める方法（同項第一号ロの総務省令で定める機

能のうち、高度で新しい電気通信技術の導入によつて、第一種指定電気通信設

備との接続による当該機能に係る電気通信役務の提供の効率化が相当程度図

られると認められるものとして総務省令で定める機能に係る接続料について

定めるものに限る。）は、第一種指定電気通信設備を通常用いることができる

高度で新しい電気通信技術を利用した効率的なものとなるように新たに構成

するものとした場合に当該第一種指定電気通信設備との接続により当該第一

種指定電気通信設備によつて提供される電気通信役務に係る通信量又は回線

数の増加に応じて増加することとなる当該第一種指定電気通信設備に係る費

用を勘案して金額を算定するものでなければならない。 

６ 総務大臣は、第二項の認可を受けた接続約款で定める接続料が第四項第二

号に規定する金額に照らして不適当となつたため又は当該接続約款で定める

接続条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となつたため公共の

利益の増進に支障があると認めるときは、第一種指定電気通信設備を設置す

る電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款の変更の認可を申

請すべきことを命ずることができる。 

７ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、その設置する第一

種指定電気通信設備との接続に関する接続料及び接続条件であつて、第三項

の総務省令で定めるものについて接続約款を定め、その実施前に総務大臣に

届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

８ 総務大臣は、前項（第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の規定により届け出た接続約款で定める接続料又は接続条件が公共の利益の

増進に支障があると認めるときは、当該届出をした第一種指定電気通信設備

を設置する電気通信事業者に対し、相当の期限を定め、当該接続約款を変更す

べきことを命ずることができる。 

９ 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項の規定によ

り認可を受け、又は第七項（第十七項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）の規定により届け出た接続約款（以下この条において「認可接続約款

等」という。）によらなければ、他の電気通信事業者との間において、その設

置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更し

てはならない。 

10 前項の規定にかかわらず、認可接続約款等により難い特別な事情があると

きは、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務大臣の認可

を受けて、当該認可接続約款等で定める接続料及び接続条件と異なる接続料

及び接続条件（第二項に規定する接続料及び接続条件に該当するものにあつ

ては、第四項各号（第一号イ及びロを除く。）のいずれにも適合しているもの

に限る。）によりその設置する第一種指定電気通信設備との接続に関する協定

を締結し、又は変更することができる。 

11 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定める

ところにより、認可接続約款等を公表しなければならない。 

12 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定める

ところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に係る第四項第一号ロ

の総務省令で定める機能ごとに、通信量又は回線数その他総務省令で定める

事項（第十四項において「通信量等」という。）を記録しておかなければなら
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ない。 

13 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定める

ところにより、当該第一種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、

及びこれに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項

を公表しなければならない。 

14 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第五項に規定する

接続料にあつては第二項の認可を受けた後五年を超えない範囲内で総務省令

で定める期間を経過するごとに、それ以外の接続料にあつては前項の規定に

より毎事業年度の会計を整理したときに、通信量等の記録及び同項の規定に

よる会計の整理の結果に基づき第四項第二号の総務省令で定める方法により

算定された金額に照らし公正妥当なものとするために、接続料を再計算しな

ければならない。 

15 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業

者がその電気通信設備と当該第一種指定電気通信設備との接続を円滑に行う

ために必要な情報の提供に努めなければならない。 

16～18 （略） 

（第二種指定電気通信設備との接続） 

第三十四条 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、その一端が特定移動

端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するも

のであつて、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送

路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されてい

る全ての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占め

る割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該

電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であつて総務省令で定

めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な

接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。 

２ 前項の規定により指定された電気通信設備（以下「第二種指定電気通信設備」

という。）を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の

電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設

備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約

款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出

なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

３ 総務大臣は、前項（第八項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

の規定により届け出た接続約款が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、相当の

期限を定め、当該接続約款を変更すべきことを命ずることができる。 

一 次に掲げる事項が適正かつ明確に定められていないとき。 

イ 他の電気通信事業者の電気通信設備を接続することが技術的及び経済

的に可能な接続箇所のうち標準的なものとして総務省令で定める箇所に

おける技術的条件 

ロ 総務省令で定める機能ごとの第二種指定電気通信設備を設置する電気

通信事業者が取得すべき金額 

ハ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者及びこれとその電

気通信設備を接続する他の電気通信事業者の責任に関する事項 

ニ 電気通信役務に関する料金を定める電気通信事業者の別 
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ホ イからニまでに掲げるもののほか、第二種指定電気通信設備との接続

を円滑に行うために必要なものとして総務省令で定める事項 

二 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額が

能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを算定す

るものとして総務省令で定める方法により算定された金額を超えるもので

あるとき。 

三 接続条件が、第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がその

第二種指定電気通信設備に自己の電気通信設備を接続することとした場合

の条件に比して不利なものであるとき。 

四 特定の電気通信事業者に対し不当な差別的な取扱いをするものであると

き。 

４ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、第二項（第八項の規

定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。）の規定により

届け出た接続約款によらなければ、他の電気通信事業者との間において、第二

種指定電気通信設備との接続に関する協定を締結し、又は変更してはならな

い。 

５ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定める

ところにより、第二項の規定により届け出た接続約款を公表しなければなら

ない。 

６ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定める

ところにより、第二種指定電気通信設備との接続に関する会計を整理し、及び

これに基づき当該接続に関する収支の状況その他総務省令で定める事項を公

表しなければならない。 

７ 第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、他の電気通信事業

者がその電気通信設備と第二種指定電気通信設備との接続を円滑に行うため

に必要な情報の提供に努めなければならない。 

８・９ （略） 

（電気通信設備の接続に関する命令等） 

第三十五条 総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し当該他

の電気通信事業者が設置する電気通信回線設備と当該電気通信事業者の電気

通信設備との接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の

電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当

該協定の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあつたときは、第三

十二条各号に掲げる場合に該当すると認めるとき及び第百五十五条第一項の

規定による仲裁の申請がされているときを除き、当該他の電気通信事業者に

対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとする。 

２ 総務大臣は、前項に規定する場合のほか、電気通信事業者間において、その

一方が電気通信設備の接続に関する協定の締結を申し入れたにもかかわらず

他の一方がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかつた場合で、当該一方

の電気通信事業者から申立てがあつた場合において、その接続が公共の利益

を増進するために特に必要であり、かつ、適切であると認めるときは、第百五

十五条第一項の規定による仲裁の申請がされているときを除き、他の一方の

電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。 

３ 電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当事者が取得し、若しくは

負担すべき金額又は接続条件その他協定の細目について当事者間の協議が調
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わないときは、当該電気通信設備に接続する電気通信設備を設置する電気通

信事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が第百

五十五条第一項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。 

４ 前項に規定する場合のほか、第一項又は第二項の規定による命令があつた

場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は接続条件その他

協定の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、総務大臣

の裁定を申請することができる。 

５ 総務大臣は、前二項の規定による裁定の申請を受理したときは、その旨を他

の当事者に通知し、期間を指定して答弁書を提出する機会を与えなければな

らない。 

６ 総務大臣は、第三項又は第四項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当

事者に通知しなければならない。 

７ 第三項又は第四項の裁定があつたときは、その裁定の定めるところに従い、

当事者間に協議が調つたものとみなす。 

８ 第三項又は第四項の裁定のうち当事者が取得し、又は負担すべき金額につ

いて不服のある者は、その裁定があつたことを知つた日から六月以内に、訴え

をもつてその金額の増減を請求することができる。 

９ 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。 

10 第三項又は第四項の裁定についての審査請求においては、当事者が取得し、

又は負担すべき金額についての不服をその裁定の不服の理由とすることがで

きない。 

（委員会への諮問） 

第百六十条 総務大臣は、次に掲げる事項については、委員会に諮問しなければ

ならない。ただし、委員会が軽微な事項と認めたものについては、この限りで

ない。 

一 第三十五条第一項若しくは第二項の規定による電気通信設備の接続に関

する命令、同条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備の接続に

関する裁定、第三十八条第一項の規定による電気通信設備若しくは電気通

信設備設置用工作物の共用に関する命令、同条第二項において準用する第

三十五条第三項若しくは第四項の規定による電気通信設備若しくは電気通

信設備設置用工作物の共用に関する裁定、第三十九条において準用する第

三十五条第一項の規定による特定卸電気通信役務の提供に関する命令、第

三十九条において準用する第三十五条第三項若しくは第四項の規定による

卸電気通信役務の提供に関する裁定、第三十九条において準用する第三十

八条第一項の規定による特定卸電気通信役務以外の卸電気通信役務の提供

に関する命令、第百二十八条第一項の規定による土地等の使用に関する認

可、第百二十九条第一項の規定による土地等の使用に関する裁定又は第百

三十八条第三項の規定による支障の除去に必要な措置に関する裁定 

二 （略） 

（勧告） 

第百六十二条 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項

に関し、総務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。 

２ 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならな

い。 
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（報告及び検査） 

第百六十六条 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、電気通信事

業者、第三号事業を営む者若しくは媒介等業務受託者に対し、その事業に関し

報告をさせ、又はその職員に、電気通信事業者、第三号事業を営む者若しくは

媒介等業務受託者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気通信設備

（電気通信事業者又は第三号事業を営む者の事業場に立ち入る場合に限る。）、

帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 

２～８ （略） 
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●第一種指定電気通信設備接続料規則（平成 12年郵政省令第 64号）（抄） 

（法定機能の区分、内容及び対象設備等） 

第四条 法定機能は、次の表の上欄及び中欄に定める機能とし、それぞれの法

定機能に対応した設備等を同表の下欄に掲げる対象設備及びこれの附属設備

並びにこれらを設置する土地及び施設（以下「対象設備等」という。）とす

る。 

機能の区分 内容 対象設備 

一 

端末

回線

伝送

機能 

一般

帯域

透過

端末

回線

伝送

機能 

第一種指定端末系伝送路設

備（アナログ信号伝送用の

電話回線と同等のものであ

って、当該設備の一部に光

信号伝送用の回線を設置し

ていないものに限る。）に

より通信を伝送する機能（

分割した帯域の一部のみを

利用して伝送するもの及び

特別帯域透過端末回線伝送

機能を除く。） 

第一種指定端末系伝送路設

備（アナログ信号伝送用の

電話回線と同等のものに限

る。）（加入者側終端装置及

び第一種指定端末系交換等

設備との間等に設置される

伝送装置等を除く。） 

特別

帯域

透過

端末

回線

伝送

機能 

第一種指定端末系伝送路設

備（アナログ信号伝送用の

電話回線と同等のものであ

って、当該設備の一部に光

信号伝送用の回線を設置し

ていないものに限る。）に

より通信を伝送する機能（

分割した帯域の一部のみを

利用して伝送するもの及び

き線点近傍の電柱等から第

一種指定市内交換局までの

間を伝送するものを除く。

） 

帯域

分割

端末

回線

伝送

機能 

第一種指定端末系伝送路設

備（アナログ信号伝送用の

電話回線と同等のものであ

って、当該設備の一部に光

信号伝送用の回線を設置し

ていないものに限る。）に

より通信を伝送する機能（

分割した帯域の一部のみを

利用して伝送するものに限

る。） 



9 

 

光信

号端

末回

線伝

送機

能 

第一種指定端末系伝送路設

備（光信号伝送用の回線（

加入者側終端装置及び第一

種指定端末系交換等設備と

の間等に設置される伝送装

置等を除く。）に限る。）に

より通信を伝送する機能 

第一種指定端末系伝送路設

備（光信号伝送用の回線（

加入者側終端装置及び第一

種指定端末系交換等設備と

の間等に設置される伝送装

置等を除く。）に限る。） 

総合

デジ

タル

通信

端末

回線

伝送

機能 

第一種指定端末系伝送路設

備（光信号伝送用の回線に

限る。）により通信を伝送

する機能（第一種指定市内

交換局に設置される交換設

備と一体で設置される伝送

装置を用いて、主として六

十四キロビット毎秒を単位

とするデジタル信号の伝送

速度により、符号、音声そ

の他の音響又は影像を統合

して伝送するものであって

、専ら利用者側の通信の着

信の用に供される場合にお

ける機能に限る。） 

第一種指定端末系伝送路設

備（光信号伝送用の回線に

限る。）（第一種指定市内交

換局に設置される交換設備

と一体で設置される伝送装

置を含む。） 

その

他端

末回

線伝

送機

能 

第一種指定端末系伝送路設

備（アナログ信号伝送用の

電話回線と同等のもの及び

光信号伝送用の回線（加入

者側終端装置及び第一種指

定端末系交換等設備との間

等に設置される伝送装置等

を除く。）を除く。）により

通信を伝送する機能（総合

デジタル通信端末回線伝送

機能を除く。） 

第一種指定端末系伝送路設

備（アナログ信号伝送用の

電話回線と同等のものを除

く。）（加入者側終端装置及

び第一種指定端末系交換等

設備との間等に設置される

伝送装置等を含む。） 

二 

端末

系交

換機

能 

端末

系ル

ータ

交換

機能 

一般第一種指定収容ルータ

により通信の交換を行う機

能（この項の一般収容ルー

タ優先パケット識別機能を

除く。） 

一般第一種指定収容ルータ 

一般

収容

ルー

一般第一種指定収容ルータ

において特定のパケットを

識別する機能 
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タ優

先パ

ケッ

ト識

別機

能 

加入

者交

換機

能 

第一種指定加入者交換機に

より通信の交換を行う機能

（この項の加入者交換機専

用トランクポート機能及び

加入者交換機共用トランク

ポート機能を除く。） 

第一種指定加入者交換機（

第一種指定端末系伝送路設

備、第一種指定中継系伝送

路設備等及び信号用伝送装

置とのそれぞれの間に設置

される伝送装置等を含む。

） 
信号

制御

交換

機能 

第一種指定加入者交換機に

おいて特定の電気通信番号

を識別し、信号用伝送路設

備を介して伝送される信号

により当該第一種指定加入

者交換機を制御する機能 

優先

接続

機能 

電気通信事業者の電気通信

設備を識別する電気通信番

号を第一種指定加入者交換

機に登録し、当該第一種指

定加入者交換機により、加

入者回線ごとにあらかじめ

指定された電気通信事業者

の電気通信設備に優先的に

接続するために、その登録

した電気通信番号を識別す

る機能 

番号

ポー

タビ

リテ

ィ機

能 

番号ポータビリティを実現

するため、第一種指定加入

者交換機において、第一種

指定端末系伝送路設備を識

別するための電気通信番号

により、他の電気通信事業

者が設置する交換等設備に

直接収容された固定端末系

伝送路設備（その一端が特

定の場所に設置される利用

者の電気通信設備に接続さ

れる伝送路設備をいう。）
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又は当該他の電気通信事業

者が設置する交換等設備を

識別する機能 

加入

者交

換機

専用

トラ

ンク

ポー

ト機

能 

特定の電気通信事業者に係

る通信を専ら伝送する第一

種指定中継系伝送路設備等

を第一種指定加入者交換機

に収容する装置において、

当該第一種指定中継系伝送

路設備等を介して伝送され

る信号を編集する機能 

加入

者交

換機

共用

トラ

ンク

ポー

ト機

能 

第一種指定加入者交換機と

第一種指定中継交換機との

間に設置される第一種指定

中継系伝送路設備等（特定

の電気通信事業者に係る通

信を専ら伝送するものを除

く。）を第一種指定加入者

交換機に収容する装置にお

いて、当該第一種指定中継

系伝送路設備等を介して伝

送される信号を編集する機

能 

三 折返し

通信路設定

機能 

端末系伝送路設備を識別す

るための電気通信番号によ

り、第一種指定加入者交換

機に収容されている特定の

端末系伝送路設備を識別し

て、当該端末系伝送路設備

への通信路の設定を行う機

能 

Ｉインタフェース加入者モ

ジュール又はこれに相当す

る設備 

三の二 光

信号電気信

号変換機能 

第一種指定市内交換局に設

置される光信号電気信号変

換装置により光信号と電気

信号との変換を行う機能 

光信号電気信号変換装置（

第一種指定市内交換局に設

置されるものに限る。） 

三の三 光

信号分離機

能 

第一種指定市内交換局に設

置される光信号分離装置に

より利用者の電気通信設備

の側に光信号の分離を行う

機能 

光信号分離装置 
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四 市内伝

送機能 

第一種指定加入者交換機間

の通信を伝送する機能 

第一種指定加入者交換機と

第一種指定中継交換機との

間に設置される第一種指定

中継系伝送路設備（第一種

指定中継系伝送路設備の両

端に対向して設置される伝

送装置等を含む。）及び第

一種指定中継交換機（第一

種指定市内伝送路設備、第

一種指定中継系伝送路設備

又は信号用伝送装置との間

に設置される伝送装置等を

含む。） 

五 

中継

系交

換機

能 

関門

系ル

ータ

交換

機能 

他の電気通信事業者の電気

通信設備を関門系ルータで

接続する場合における当該

関門系ルータにより通信の

交換を行う機能 

関門系ルータ 

中継

交換

機能 

第一種指定中継交換機によ

り通信の交換を行う機能（

この項の中継交換機専用ト

ランクポート機能及び中継

交換機共用トランクポート

機能を除く。） 

第一種指定中継交換機（第

一種指定中継系伝送路設備

等及び信号用伝送装置との

それぞれの間に設置される

伝送装置等を含む。） 

中継

交換

機専

用ト

ラン

クポ

ート

機能 

特定の電気通信事業者に係

る通信を専ら伝送する第一

種指定中継系伝送路設備等

を第一種指定中継交換機に

収容する装置において、当

該第一種指定中継系伝送路

設備等を介して伝送される

信号を編集する機能 

中継

交換

機共

用ト

ラン

クポ

ート

機能 

第一種指定加入者交換機と

第一種指定中継交換機との

間に設置される第一種指定

中継系伝送路設備等（特定

の電気通信事業者に係る通

信を専ら伝送するものを除

く。）を第一種指定中継交

換機に収容する装置におい

て、当該第一種指定中継系
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伝送路設備等を介して伝送

される信号を編集する機能 

五の二 音

声パケット

変換機能 

他の電気通信事業者の電気

通信設備を関門交換機で接

続する場合における音声信

号とパケットの相互間の変

換を行う機能 

メディアゲートウェイ 

六 

中継

伝送

機能 

中継

伝送

共用

機能 

第一種指定加入者交換機と

第一種指定中継交換機との

間に設置される第一種指定

中継系伝送路設備等（第一

種指定中継系伝送路設備等

の両端に対向して設置され

る伝送装置等を含む。）に

より通信を伝送する機能（

特定の電気通信事業者に係

る通信を専ら伝送する機能

を除く。） 

第一種指定中継系伝送路設

備等であって、第一種指定

加入者交換機と第一種指定

中継交換機との間に設置さ

れるもの（第一種指定中継

系伝送路設備等の両端に対

向して設置される伝送装置

等を含む。）及び第一種指

定加入者交換機又は第一種

指定中継交換機と他の電気

通信事業者の電気通信設備

との間に設置されるもの（

第一種指定加入者交換機又

は第一種指定中継交換機と

他の電気通信事業者の電気

通信設備との間に設置され

る伝送装置等を含む。） 

中継

伝送

専用

機能 

第一種指定加入者交換機と

第一種指定中継交換機との

間に設置される第一種指定

中継系伝送路設備等（第一

種指定中継系伝送路設備等

の両端に対向して設置され

る伝送装置等を含む。）に

より通信を伝送する機能と

同等のもので、特定の電気

通信事業者に係る通信を専

ら伝送する機能 

中継

交換

機接

続伝

送専

用機

能 

第一種指定中継交換機と他

の電気通信事業者の電気通

信設備との間に設置される

中継系伝送路設備（第一種

指定中継交換機と他の電気

通信事業者の電気通信設備

との間に設置される伝送装

置等を含む。）により当該

他の電気通信事業者に係る

通信を専ら伝送する機能（

中継伝送専用機能を除く。

） 
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一般

光信

号中

継伝

送機

能 

第一種指定中継系伝送路設

備等（光信号伝送用の回線

（第一種指定中継系伝送路

設備等の両端に対向して設

置される伝送装置等（波長

分割多重装置を含む。）を

除く。）に限る。）により通

信を伝送する機能 

第一種指定中継系伝送路設

備等（光信号伝送用の回線

（中継系伝送路設備の両端

に対向して設置される伝送

装置等（波長分割多重装置

を含む。）を除く。）に限る

。） 

特別

光信

号中

継伝

送機

能 

第一種指定中継系伝送路設

備等（光信号伝送用の回線

（第一種指定中継系伝送路

設備等の両端に対向して設

置される伝送装置等を除き

、波長分割多重装置を含む

。）に限る。）により通信を

伝送する機能 

第一種指定中継系伝送路設

備等（光信号伝送用の回線

（中継系伝送路設備の両端

に対向して設置される伝送

装置等を除き、波長分割多

重装置を含む。）に限る。） 

六の

二 

ルー

ティ

ング

伝送

機能 

一般

中継

系ル

ータ

交換

伝送

機能 

一般第一種指定中継系ルー

タ設備等（関門系ルータ以

外の一般第一種指定中継ル

ータ、関門系ルータ又はメ

ディアゲートウェイと関門

系ルータ以外の一般第一種

指定中継ルータとの間に設

置される第一種指定中継系

伝送路設備及び関門系ルー

タ以外の一般第一種指定中

継ルータと一般第一種指定

収容ルータとの間に設置さ

れる第一種指定中継系伝送

路設備をいう。以下同じ。

）により通信の交換及び伝

送を行う機能（特定のパケ

ットについて優先的に通信

の交換又は伝送を行う機能

を含む。） 

一般第一種指定中継系ルー

タ設備等 

特別

収容

ルー

タ接

続ル

ーテ

ィン

他の電気通信事業者の電気

通信設備を特別第一種指定

収容ルータで接続する場合

における特別第一種指定ル

ータ及び伝送路設備により

通信の交換及び伝送を行う

機能 

特別第一種指定ルータ及び

当該特別第一種指定ルータ

に係る伝送路設備並びにこ

れと一体として設置される

通信路の設定の機能を有す

る電気通信設備（交換設備

を除く。） 
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グ伝

送機

能 

六の三 イ

ーサネット

フレーム伝

送機能 

イーサネットスイッチ及び

ルータ並びに伝送路設備に

より通信路の設定及びイー

サネットのフレームの伝送

を行う機能 

イーサネットスイッチ及び

ルータ並びに当該イーサネ

ットスイッチ又は当該ルー

タに係る伝送路設備 

七 通信路

設定伝送機

能 

通信路の設定の機能を有す

る電気通信設備（交換設備

を除く。）及び伝送路設備

により通信路の設定並びに

伝送を行う機能（第一種指

定市内交換局に設置される

交換等設備と事業者が第一

種指定市内交換局以外の建

物に設置するルータとの間

の通信を行うものを除く。

） 

通信路の設定の機能を有す

る電気通信設備（交換設備

を除く。）及び当該交換等

設備に係る伝送路設備 

八 信号伝

送機能 

信号用伝送路設備及び信号

用中継交換機により信号を

伝送交換する機能 

信号用伝送路設備及び信号

用中継交換機 

九 ＳＩＰ

サーバ機能 

一般第一種指定収容ルータ

と連携してインターネット

プロトコルによるパケット

の伝送の制御又は固定端末

系伝送路設備の認証等を行

う機能 

ＳＩＰサーバ 

九の二 Ｓ

ＩＰ信号変

換機能 

ＳＩＰサーバと連携して、

事業者の網内で流通するＳ

ＩＰ信号を終端し、事業者

と他の電気通信事業者の網

間で流通可能なＳＩＰ信号

に変換する機能 

セッションボーダコントロ

ーラ 

九の三 番

号管理機能 

ＳＩＰサーバと連携して、

入力された電気通信番号の

一部又は全部に対応してド

メイン名を出力する機能 

ＥＮＵＭサーバ 
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九の四 ド

メイン名管

理機能 

入力されたドメイン名の一

部又は全部に対応してアイ

・ピー・アドレスを出力す

る機能 

ＩＰ電話用ＤＮＳサーバ 

十 番号案

内機能 

電気通信番号の案内を行う

機能 

番号案内データベース及び

番号案内装置 

十一 削除 

十二 公衆

電話機能 

公衆電話機から通信を発信

し、又は公衆電話機に通信

を着信させる機能 

公衆電話機 

十三 端末

間伝送等機

能 

第一種指定電気通信設備を

設置する電気通信事業者が

当該第一種指定電気通信設

備を用いて提供する端末間

の伝送等に係る電気通信役

務の提供に当たって一体的

に用いられているものと同

等の機能 

第一種指定電気通信設備を

設置する電気通信事業者が

当該第一種指定電気通信設

備を用いて提供する端末間

の伝送等に係る電気通信役

務の提供に当たって一体的

に用いられている設備 

十四 クロ

ック提供機

能 

クロック提供装置によりク

ロック（電気通信設備間に

おける電気通信信号の同期

をとるための信号）を提供

する機能 

クロック提供装置 

備考  

一 表一の項の光信号端末回線伝送機能並びに表六の項の一般光信号中継  

伝送機能及び特別光信号中継伝送機能は、帯域が制限される場合におけ

るものと制限されない場合におけるものとで区分を行うものとする。 

二 表二の項の加入者交換機能においては、次に掲げる機能を含むものと

する。 

イ 事業者が他の電気通信事業者の利用者料金を回収し、当該利用者料

金から他の電気通信事業者が事業者に支払うべき接続料を相殺し精算

している場合において、利用者料金と接続料とを分離して計算する機

能 

ロ 第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の交換設備との間の

伝送路設備を用いて伝送することが困難な場合に第一種指定中継交換

機を経由して当該第一種指定加入者交換機と当該他の電気通信事業者

の交換設備との間で伝送を行うことを可能とする機能 

三 表六の項の機能（中継伝送共用機能を除く。）は、対象設備が事業者

の建物内に設置される場合におけるものと建物外に設置される場合にお

けるものとで区分を行うものとする。 
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（原価及び利潤の算定に用いる資産及び費用） 

第七条 事業者は、法第三十三条第五項機能に係る接続料にあっては前条の規

定により整理された第一種指定電気通信設備の資産及び費用に基づいて、そ

れ以外の法定機能に係る接続料にあっては第一種指定電気通信設備接続会計

規則（平成九年郵政省令第九十一号。以下「接続会計規則」という。）に規定

する第一種指定設備管理部門に整理された資産及び費用に基づいて、原価及

び利潤を算定しなければならない。 

（接続料の原価及び利潤） 

第八条 一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤は、一般法定機能ごとに、当

該一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費（法第三十三条第五項機能

に係るものにあっては、第六条第一項に規定する新たに構成するものとした

場合に用いることとなる電気通信設備の管理運営に必要な費用を含む。次条

第一項及び第十四条第三項において同じ。）に第十一条から第十三条までの規

定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用、調整額及び利益対応税の

合計額を加えて算定するものとする。 

２ 一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間は、一年とする。ただ

し、次に掲げる場合は、一般法定機能に係る接続料の原価及び利潤の算定期間

を五年までの期間の範囲内とすることができる。 

一 第一種指定電気通信設備にその電気通信設備を接続する電気通信事業者

が一般法定機能（法第三十三条第五項機能を除く。）を利用して提供しよう

とする電気通信役務が新規であり、かつ、今後相当の需要の増加が見込まれ

るものである場合 

二 前号以外の場合であって、接続料の急激な変動を緩和する必要があると

き。 

３ 特別法定機能に係る接続料の原価及び利潤は、当該特別法定機能と同等の

機能を用いて提供される電気通信役務に関する料金から、当該電気通信役務

に関する料金の原価（営業費、減価償却費、諸税及び報酬に相当する費用に限

る。以下この項において同じ。）に対して営業費から接続会計規則別表第二様

式第四の設備区分別費用明細表に記載される費用に相当するものを差し引い

たものが占める比率を当該電気通信役務に関する料金に乗じた額を差し引い

て算定するものとする。ただし、他の電気通信事業者の選択により、事業者が、

当該他の電気通信事業者との間における接続の申込受付及び故障対応に関す

る連絡調整の業務を行う場合にあっては、算定して得た額に、当該業務に係る

費用の料金の原価に占める比率を当該電気通信役務に関する料金に乗じた額

を合算して算定することができる。 

（第一種指定設備管理運営費の算定） 

第九条 一般法定機能に係る第一種指定設備管理運営費は、第四条の表の上欄

に掲げる機能の区分ごとに、その対象設備等に係る費用の額を基礎として算

定するものとする。ただし、他の電気通信事業者が設置する設備を利用して当

該機能を提供する場合においては、当該設備の利用に必要な費用の総額を加

えるものとする。 

２ 前項の費用は、法第三十三条第五項機能に係るものにあっては別表第五の

設備区分別費用明細表に記載された費用とし、その他の一般法定機能に係る

ものにあっては接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表に記
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載された費用とする。ただし、前条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原

価及び利潤を算定する場合における一般法定機能に係る第一種指定設備管理

運営費は、同表様式第四の設備区分別費用明細表に記載された費用の額及び

通信量等の実績値を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定するもの

とする。 

（第一種指定設備管理運営費の算定の特例） 

第十条 前条の規定にかかわらず、対象設備等が法第三十三条第五項機能に係

る設備以外の設備である場合であって、当該対象設備等が帰属する設備区分

が接続会計規則別表第二様式第四の設備区分別費用明細表において独立した

設備区分として整理されていないときは、第一種指定設備管理運営費の額は、

次に掲げる式により計算することができる。この場合において、対象設備等が

法定耐用年数経過後において更改されていないときは、当該対象設備等の取

得固定資産価額から残存価額を減じた差額を法定耐用年数で除して得た額を

控除するものとする。 

 
２ 前項の取得固定資産価額は、合理的な予測に基づき算定された対象設備等

の購入価格又はそれに相当する額及び設置工事費等とする。 

３ 第一項の類似機能に係る第一種指定設備管理運営費の算定の対象となる設

備の取得固定資産価額は、接続会計規則別表第二様式第三の固定資産帰属明

細表の取得価額を基礎として算定された額とする。 

（他人資本費用） 

第十一条 一般法定機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げる式により計算

する。 

他人資本費用＝当該一般法定機能に係るレートベース×他人資本比率×他

人資本利子率 

２ 一般法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。 

当該一般法定機能に係るレートベース＝（対象設備等の正味固定資産価額

×（１＋繰延資産比率＋投資等比率＋貯蔵品比率）＋運転資本）×原価及び利

潤の算定期間 

３ 前項の対象設備等の正味固定資産価額は、法第三十三条第五項機能に係る

ものにあっては別表第三様式第二の固定資産帰属明細表の正味固定資産価額

を基礎として、その他の一般法定機能に係るものにあっては接続会計規則別

表第二様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額を基礎として、算定された

額とする。ただし、第八条第二項ただし書の規定に基づき接続料の原価及び利

潤を算定する場合における一般法定機能の対象設備等の正味固定資産価額は、

同表様式第三の固定資産帰属明細表の帳簿価額及び通信量等の実績値を基礎

として合理的な予測に基づき算定された額とする。 

４ 第二項の繰延資産比率、投資等比率及び貯蔵品比率は、それぞれ、接続会計

規則別表第二様式第二に記載された第一種指定設備管理部門の電気通信事業

固定資産の額に対する繰延資産及び投資その他の資産（第一種指定電気通信
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設備の管理運営に不可欠であり、かつ、収益の見込まれないものに限る。）の

額の占める比率並びに電気通信事業会計規則別表第二様式第一に記載された

固定資産の額から同表様式第一に記載された投資その他の資産の額を除いた

額に対する貯蔵品の額の占める比率の実績値を基礎として算定する。 

５ 第二項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。ただし、法第三十

三条第五項機能に係る同式の適用については、同式中「対象設備等の第一種指

定設備管理運営費（減価償却費、固定資産除却損及び租税公課相当額を除く。）」

とあるのは、「対象設備等の第一種指定設備管理運営費（第六条第一項に規定

する新たに構成するものとした場合に用いることとなる電気通信設備の管理

運営に必要な費用を含み、減価償却費、通信設備使用料及び固定資産税相当額

を除く。）」とする。 

 
６ 第一項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占める割合の実

績値を基礎として算定する。 

７ 第一項の他人資本利子率は、社債、借入金及びリース債務（以下「有利子負

債」という。）に対する利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相当

率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占める比率によ

り加重平均したものとする。 

８ 前項の有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対する営業外費用

のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基礎として算定する。 

９ 第七項の有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該負債の性質及

び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘

案した値とする。 

（自己資本費用） 

第十二条 一般法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算

する。 

自己資本費用＝当該一般法定機能に係るレートベース×自己資本比率×自

己資本利益率 

２ 前項の自己資本比率は、一から前条第一項の他人資本比率を差し引いたも

のとする。 

３ 第一項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期待自己資本

利益率の過去三年間（リスク（通常の予測を超えて発生し得る危険をいう。以

下この条において同じ。）の低い金融商品の平均金利が、主要企業平均自己資

本利益率に比して高い年度を除く。）の平均値又は主要企業の平均自己資本利

益率の過去五年間の平均値のいずれか低い方を上限とした合理的な値とする。 

期待自己資本利益率＝リスクの低い金融商品の平均金利＋β×（主要企業

の平均自己資本利益率－リスクの低い金融商品の平均金利） 

４ 前項のβは、主要企業の実績自己資本利益率の変動に対する事業者の実績

自己資本利益率の変動により計測された数値を基礎とし、他産業における同

様の値を勘案した合理的な値とする。ただし、実績自己資本利益率に代えて株

式価格を採用することを妨げない。 

５ 第三項の規定にかかわらず、第一種指定設備管理運営費の額が第十条第一

項に掲げる式により計算される場合（対象設備等を撤去した際の残存価額相

当額の支払いを要する場合に限る。）においては、第一項の自己資本利益率は
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過去三年間のリスクの低い金融商品の平均金利の平均値又は主要企業の平均

自己資本利益率の過去五年間の平均値のいずれか低い方を上限とした合理的

な値とする。 

（利益対応税） 

第十三条 一般法定機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算す

る。 

利益対応税＝（自己資本費用＋当該一般法定機能に係るレートベース×他

人資本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相当率）×利益対応税率 

２ 前項の他人資本比率は、第十一条第一項の他人資本比率とする。 

３ 第一項の有利子負債以外の負債比率は、有利子負債以外の負債の額が負債

の額に占める比率の実績値を基礎として算定する。 

４ 第一項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税

率の合計を基礎として算定された値とする。  



21 

 

●第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令（平成 31年総務

省令第 13号）（抄） 

  附 則 （平成三十一年三月五日総務省令第十三号）（抄） 

（接続料算定の特例） 

第四条 次に掲げる場合における法第三十三条第四項第一号ロの総務省令で定

める機能（以下この項において「法定機能」という。）については、新規則第

四条の規定（同条の表二の項（加入者交換機能（同表備考二のイに掲げる機能

を除く。）、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交換機共用トラ

ンクポート機能に係る部分に限る。）、四の項、五の項（中継交換機能、中継交

換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポート機能に係る

部分に限る。）、六の項（中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び中継交換機

接続伝送専用機能に係る部分に限る。）及び八の項に係る部分に限る。）は、適

用しない。この場合において、法定機能は、同条に定める機能（同条の表一の

項の機能、二の項の機能（端末系ルータ交換機能、一般収容ルータ優先パケッ

ト識別機能、加入者交換機能のうち同表備考二のイに掲げる機能、信号制御交

換機能、優先接続機能及び番号ポータビリティ機能に限る。）、三の項から三の

三の項までの機能、五の項の関門系ルータ交換機能、五の二の項の機能、六の

項の機能（一般光信号中継伝送機能及び特別光信号中継伝送機能に限る。）並

びに六の二の項から七の項まで及び九の項から十四の項までの機能に限る。）

のほか、附則別表第一の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能とする。 

一 新規則の規定（新平成十七年改正省令附則第六項から第八項まで及び第

十二項から第十五項までの規定並びに接続料規則及び接続料規則の一部を

改正する省令の一部を改正する省令（平成二十五年総務省令第一号。以下

「平成二十五年改正省令」という。）附則第六項及び第七項を含む。）を適用

することとしたならば算定されることとなる法第三十三条第五項機能（法

第三十三条第五項の総務省令で定める機能をいう。以下同じ。）に係る接続

料の水準が、電気通信役務（卸電気通信役務を除く。）に関する料金の水準

との関係を勘案し、より高度で新しい電気通信技術を利用して設備を構成

するものとして接続料を算定することが必要であるものとして総務大臣が

通知する条件に該当する場合（次号に掲げる場合を除く。） 

二 算定しようとする接続料の原価及び利潤の算定期間（以下この号におい

て「算定期間」という。）の直前の算定期間（次条第二項第三号において「前

算定期間」という。）において同条第一項に規定する方法（同条第二項第一

号において「特例算定方法」という。）により法第三十三条第五項機能に係

る接続料を算定した場合 

三 令和四年三月三十一日までの間において、第一種指定電気通信設備を設

置する電気通信事業者がその第一種指定電気通信設備を設置する単位指定

区域（電気通信事業法施行規則（昭和六十年郵政省令第二十五号）第二十三

条の二第二項に規定する単位指定区域をいう。以下この号において同じ。）

以外の単位指定区域において第一種指定電気通信設備を設置する他の電気

通信事業者が存在する場合において、当該他の電気通信事業者の設置する

第一種指定電気通信設備の機能（法第三十三条第五項機能に限る。次条第二

項第二号において「他地域設備機能」という。）に係る接続料の水準が第一

号に規定する条件に該当する場合（前二号に掲げる場合を除く。） 
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２ 前項各号に掲げる場合における新規則第五条及び別表第六の規定の適用に

ついては、同条中「前条の表二の項の機能（加入者交換機能（同表備考二のイ

に掲げる機能を除く。）、加入者交換機専用トランクポート機能及び加入者交

換機共用トランクポート機能に限る。）、四の項の機能、五の項の機能（中継交

換機能、中継交換機専用トランクポート機能及び中継交換機共用トランクポ

ート機能に限る。）、六の項の機能（中継伝送共用機能、中継伝送専用機能及び

中継交換機接続伝送専用機能に限る。）及び八の項の機能」とあるのは「第一

種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する省令（平成三十一年総務

省令第十三号。以下「平成三十一年改正省令」という。）附則別表第一の機能

の区分の欄及び内容の欄に定める機能」と、同表様式第二の第五表中「中継伝

送専用機能」とあるのは「加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能」

と、同表様式第二の第六表中「中継伝送共用機能に係る回線数」とあるのは「第

一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間の中継伝送に係る回線

数（加入者交換機専用トランクポート中継伝送専用機能に係るものを除く。）」

とする。 

３ 第一項各号に掲げる場合における法第三十三条第五項機能に関する資産及

び費用の整理、原価及び利潤の算定並びに接続料の設定については、新規則第

三章から第五章までの規定（第十四条の二の規定を除く。）は、適用しない。 

第五条 前条第一項各号に掲げる場合における法第三十三条第五項機能に係る

接続料は、附則別表第一の機能の区分の欄及び内容の欄に定める機能ごとに、

単位費用（附則別表第一の二又は附則別表第一の三の部分機能の区分の欄及

び内容の欄に定める部分機能（附則別表第一の機能の区分の欄に定める機能

の接続料の原価及び利潤を算定するための要素となる機能をいう。以下同じ。）

について附則別表第一の二又は附則別表第一の三の対象設備の欄に定める対

象設備及びこれの附属設備並びにこれらを設置する土地及び施設（以下「対象

設備等」という。）に係る費用の額を用いて算定された当該部分機能の原価及

び利潤の総額を当該部分機能に係る需要で除したものをいう。以下同じ。）の

総額（以下「単位費用総額」という。）であって附則別表第一の単位費用総額

の算定方法（一）の欄に定める方法により算定したものに一から特定比率を減

じた比率を乗じることにより算定した額に、単位費用総額であって附則別表

第一の単位費用総額の算定方法（二）の欄に定める方法により算定したものに

特定比率を乗じることにより算定した額を加えることにより算定するものと

する。 

２ 前項において、特定比率は、五分の一、五分の二、五分の三、五分の四又は

五分の五のいずれかの比率であって、次に掲げる要件を満たすものとする。 

一 その比率を用いて特例算定方法によることとしたならば算定されること

となる法第三十三条第五項機能に係る接続料の水準が前条第一項第一号の

条件に該当しないこと。 

二 全ての法第三十三条第五項機能（令和四年三月三十一日までの間におい

ては、前条第一項第三号に該当する場合における他地域設備機能を含む。）

について同一であること。 

三 前条第一項第二号に掲げる場合にあっては、前算定期間に用いた比率よ

りも低くないものであること。 

第六条 （略） 
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附 則 別表第１（附則第４条関係） 機能（抄） 

機能の区

分 

内容 単位費用

総額の算

定方法（

一） 

単位費用

総額の算

定方法（

二） 

１ 加入

者交換

機内折

返し通

信機能 

第一種指定電気通信設備を用いて

行う通信のうち、同一の第一種指

定加入者交換機内で折り返す通信

の交換及び伝送を行う機能 

加入者交

換部（交

換等設備

）に係る

単位費用 

＋加入者

交換部（

伝送路設

備）に係

る単位費

用×２ 

端末系ル

ータ交換

部に係る

単位費用

×２ 

＋中継系

ルータ交

換部に係

る単位費

用 

＋中継伝

送共用部

に係る単

位費用×
２ 

２ 加入

者交換

機設置

局内折

返し通

信機能 

第一種指定電気通信設備を用いて

行う通信のうち、第一種指定加入

者交換機間で行う通信であって、

同一の第一種指定加入者交換機設

置局内で折り返す通信の交換及び

伝送を行う機能 

加入者交

換部（交

換等設備

）に係る

単位費用

×２ 

＋加入者

交換部（

伝送路設

備）に係

る単位費

用×２ 

端末系ル

ータ交換

部に係る

単位費用

×２ 

＋中継系

ルータ交

換部に係

る単位費

用 

＋中継伝

送共用部

に係る単

位費用×
２ 

３ 単位

料金区

域内折

返し通

信機能 

第一種指定電気通信設備を用いて

行う通信のうち、第一種指定加入

者交換機設置局間で行う通信であ

って、同一の単位料金区域内で折

り返す通信の交換及び伝送を行う

機能 

加入者交

換部（交

換等設備

）に係る

単位費用

×２ 

端末系ル

ータ交換

部に係る

単位費用

×２ 



24 

 

＋加入者

交換部（

伝送路設

備）に係

る単位費

用×２ 

＋加入者

交換機共

用トラン

クポート

部に係る

単位費用

×２ 

＋中継交

換部に係

る単位費

用 

＋中継交

換機共用

トランク

ポート部

に係る単

位費用×
２ 

＋中継伝

送共用部

に係る単

位費用×
２ 

＋中継系

ルータ交

換部に係

る単位費

用 

＋中継伝

送共用部

に係る単

位費用×
２ 

４ 中継

区域内

折返し

通信機

能 

第一種指定電気通信設備を用いて

行う通信のうち、単位料金区域間

で行う通信であって、同一中継区

域内で折り返す通信の交換及び伝

送を行う機能 

加入者交

換部（交

換等設備

）に係る

単位費用 

＋加入者

交換部（

伝送路設

備）に係

る単位費

用 

＋加入者

交換機共

端末系ル

ータ交換

部に係る

単位費用 

＋中継系

ルータ交

換部に係

る単位費

用×０．

５ 

＋中継伝

送共用部
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用トラン

クポート

部に係る

単位費用 

＋中継交

換部に係

る単位費

用×０．

５ 

＋中継交

換機共用

トランク

ポート部

に係る単

位費用 

＋中継伝

送共用部

に係る単

位費用 

 

に係る単

位費用 

 

５ 加入

者交換

機接続

機能 

第一種指定電気通信設備接続会計

規則（平成９年郵政省令第９１号

）第２条第２項第６号の特別第一

種指定設備（第一種指定電気通信

設備接続料規則第２条第２項第６

号の２に規定する関門系ルータを

除く。）以外の電気通信設備（次項

及び７の項において「他の電気通

信設備」という。）を第一種指定加

入者交換機で接続する場合におけ

る第一種指定電気通信設備により

通信の交換及び伝送を行う機能で

あって、第一種指定中継交換機を

経由せずに通信の交換及び伝送を

行うもの（１２の項において総務

大臣が告示する機能を除く。） 

加入者交

換部（交

換等設備

）に係る

単位費用 

＋加入者

交換部（

伝送路設

備）に係

る単位費

用 

端末系ル

ータ交換

部に係る

単位費用 

＋中継系

ルータ交

換部に係

る単位費

用 

＋中継系

ルータ変

換部に係

る単位費

用 

＋中継伝

送共用部

に係る単

位費用 

 

６ 中継

交換機

他の電気通信設備を第一種指定中

継交換機で接続する場合における

第一種指定電気通信設備により通

加入者交

換部（交

換等設備

端末系ル

ータ交換
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接続機

能 

信の交換及び伝送を行う機能であ

って、第一種指定加入者交換機を

経由して通信の交換及び伝送を行

うもの（１２の項において総務大

臣が告示する機能を除く。） 

）に係る

単位費用 

＋加入者

交換部（

伝送路設

備）に係

る単位費

用 

＋加入者

交換機共

用トラン

クポート

部に係る

単位費用 

＋中継交

換部に係

る単位費

用 

＋中継交

換機共用

トランク

ポート部

に係る単

位費用 

＋中継伝

送共用部

に係る単

位費用 

部に係る

単位費用 

＋中継系

ルータ交

換部に係

る単位費

用 

＋中継系

ルータ変

換部に係

る単位費

用 

＋中継伝

送共用部

に係る単

位費用 

７ 中継

交換機

経由機

能 

他の電気通信設備を第一種指定中

継交換機で接続する場合における

第一種指定電気通信設備により通

信の交換及び伝送を行う機能であ

って、第一種指定加入者交換機を

経由せずに通信の交換及び伝送を

行うもの（１２の項において総務

大臣が告示する機能を除く。） 

中継交換

部に係る

単位費用 

中継系ル

ータ交換

部に係る

単位費用 

＋中継系

ルータ変

換部に係

る単位費

用 

８ 加入

者交換

機専用

トラン

クポー

ト機能 

特定の電気通信事業者に係る通信

を専ら伝送する第一種指定中継系

伝送路設備等を第一種指定加入者

交換機に収容する装置において、

当該第一種指定中継系伝送路設備

等を介して伝送される信号を編集

加入者交

換機専用

トランク

ポート部

に係る単

位費用 

中継系ル

ータ専用

トランク

ポート部

に係る単

位費用 
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する機能（次項の加入者交換機専

用トランクポート中継伝送専用機

能を除く。） 

＋中継系

ルータ接

続伝送専

用部に係

る単位費

用 

９ 加入

者交換

機専用

トラン

クポー

ト中継

伝送専

用機能 

第一種指定加入者交換機と第一種

指定中継交換機との間に設置され

る第一種指定中継系伝送路設備等

（第一種指定中継系伝送路設備等

の両端に対向して設置される伝送

装置等を含む。）により通信を伝送

する機能と同等のものであって、

特定の電気通信事業者に係る通信

を専ら伝送し、信号を編集する機

能 

加入者交

換機専用

トランク

ポート部

に係る単

位費用 

＋中継伝

送専用部

に係る単

位費用 

中継系ル

ータ専用

トランク

ポート部

に係る単

位費用 

＋中継系

ルータ接

続伝送専

用部に係

る単位費

用 

10 中継

交換機

専用ト

ランク

ポート

伝送専

用機能 

第一種指定中継交換機と他の電気

通信事業者の電気通信設備との間

に設置される中継系伝送路設備（

第一種指定中継交換機と他の電気

通信事業者の電気通信設備との間

に設置される伝送装置等を含む。）

により当該他の電気通信事業者に

係る通信を伝送し、信号を編集す

る機能 

中継交換

機専用ト

ランクポ

ート部に

係る単位

費用 

＋中継交

換機接続

伝送専用

部に係る

単位費用 

中継系ル

ータ専用

トランク

ポート部

に係る単

位費用 

＋中継系

ルータ接

続伝送専

用部に係

る単位費

用 

11 信号

伝送機

能 

信号用伝送路設備及び信号用中継

交換機により信号を伝送交換する

機能 

信号伝送

部に係る

単位費用 

信号伝送

部に係る

単位費用 

12 その

他の機

能 

総務大臣が告示する機能 内容の欄

の総務大

臣が告示

する機能

ごとに総

務大臣が

告示する

単位費用 

内容の欄

の総務大

臣が告示

する機能

ごとに総

務大臣が

告示する

単位費用 
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●第一種指定電気通信設備接続料等の一部を改正する省令（令和４年総務省令

第９号）（抄） 

   附 則 （令和四年三月一日総務省令第九号）（抄） 

第五条 令和六年十二月三十一日までの間、法第三十三条第四項第一号ロの総

務省令で定める機能は、新接続料規則第四条に定める機能のほか、加入電話

・メタルＩＰ電話接続機能（他の電気通信事業者の電気通信設備を加入者交

換機若しくは中継交換機又は関門系ルータで接続する場合における第一種指

定電気通信設備によりアナログ電話用設備（事業用電気通信設備規則（昭和

六十年郵政省令第三十号）第三条第二項第三号に規定するものをいう。以下

同じ。）又は総合デジタル通信用設備（同項第五号に規定するものをいう。

以下同じ。）である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から

発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送を行う機能を

いう。以下同じ。）とする。 

２ 加入電話・メタルＩＰ電話接続機能に関する次の表の上欄に掲げる規定の

適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の下欄に掲げる字句とする。 

新接

続料

規則

第六

条第

一項 

、第一種指定電気通信設備 、当該機能に係る電気通信設

備 

 の第一種指定電気通信設備 の当該機能に係る電気通信設

備 

 当該第一種指定電気通信設備 当該電気通信設備 

 次項、次条並びに第十二条の二

第二項第一号 

次項 

新接

続料

規則

第六

条第

二項 

、第一種指定電気通信設備 、第一種指定電気通信設備接

続料規則等の一部を改正する

省令（令和四年総務省令第九

号。以下「令和四年改正省令

」という。）附則第五条第一項

の加入電話・メタルＩＰ電話

接続機能に係る電気通信設備 

 当該第一種指定電気通信設備 当該電気通信設備 

新接

続料

規則

第六

第四条の対象設備等 令和四年改正省令附則第五条

第一項の加入電話・メタルＩ

Ｐ電話接続機能に係る電気通

信設備、これの附属設備並び
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条第

三項 

にこれらを設置する土地及び

施設 

新接

続料

規則

第二

十一

条 

法第三十三条第五項機能に係る

もの並びに第八条第二項ただし

書の規定に基づき接続料の原価

及び利潤を算定した一般法定機

能に係るものにあっては再計算

後直ちに、その他の一般法定機

能に係るものにあっては毎事業

年度経過後七月以内に 

再計算後直ちに 

新接

続料

規則

別表

第一

の一

第二

表 

      

 ＩＰ電

話用Ｄ

ＮＳサ

ーバ 

ＤＮ

Ｓサ

ーバ 

相互接続

局に設置

するもの 

  ＩＰ電

話用Ｄ

ＮＳサ

ーバ 

Ｄ

Ｎ

Ｓ

サ

ー

バ 

相互接続局

に設置する

もの 

 

     都道府

県区域

間伝送

路設備 

都

道

府

県

区

域

間

伝

送

路

設

備 

共用コアル

ータ～関門

系ルータ間

に設置する

もの 

 

       

新接

続料

規則

別表

第四

の一

第二

表 

伊豆大島と本土中継交換機間及

び犬石と中継交換局間の伝送路

に係るもの 

伝送路数×専用線料金単価 

（１） 伊豆大島と本土中継

交換機間及び犬石と中継交換

局間の伝送路に係るもの 

伝送路数×専用線料金単価 

（２） 都道府県区域間伝送

路に係るもの 

都道府県区域間伝送路の最繁

時帯域（メタルＩＰ電話に係

るものに限る。）×都道府県区
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域間伝送路設備帯域当たり単

価 

新接

続料

規則

別表

第五

第二

表 

      

 アナログ・デジタル回線共

通部 

  アナログ

・デジタ

ル回線共

通部 

都道府県区域

間伝送路設備 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

３ 加入電話・メタルＩＰ電話接続機能に関する原価及び利潤の算定並びに接

続料の設定については、新接続料規則第四章及び第五章の規定（第十四条の

二の規定を除く。）は、適用しない。 
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●第二種指定電気通信設備接続料規則（平成 28年総務省令第 31号）（抄） 

（原価及び利潤の算定に用いる費用及び資産） 

第五条 事業者は、接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に整理さ

れた費用及び接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表に整理され

た資産に基づいて、接続料の原価及び利潤を算定しなければならない。 

（接続料の原価及び利潤） 

第六条 接続料の原価は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る第二種指定設備

管理運営費とする。 

２ 接続料の利潤は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る第八条から第十条ま

での規定に基づき計算される他人資本費用、自己資本費用及び利益対応税の

合計額とする。この場合において、算定の基礎として用いる資産、負債及び純

資産の額は、貸借対照表（接続会計規則第四条の規定により読み替えて準用す

る電気通信事業会計規則第五条第一項前段の規定に基づき作成する貸借対照

表をいう。以下同じ。）に計上された期首及び期末の額の合計を二で除したも

のを用いるものとする。 

３ 接続料の原価及び利潤の算定期間は、次の各号に掲げる接続料の算定方式

の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 

一 実績原価方式 一年 

二 将来原価方式 三年 

（第二種指定設備管理運営費の算定） 

第七条 法定機能に係る第二種指定設備管理運営費は、当該法定機能の区分ご

とに、当該法定機能に対応した第二種指定電気通信設備及びこれの附属設備

並びにこれらを設置する土地及び施設（以下「対象設備等」という。）に係る

費用の額を基礎として算定するものとする。 

２ 前項の費用は、当該費用を用いて算定する接続料に係る次の各号に掲げる

算定方式の区分に応じ、当該各号に定める費用の額を基礎として算定する。 

一 実績原価方式 接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に記載

された費用の額 

二 将来原価方式 接続会計規則別表第三の移動電気通信役務収支表に記載

された費用の額を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定された額 

（他人資本費用） 

第八条 法定機能に係る他人資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 

他人資本費用＝当該法定機能に係るレートベース×他人資本比率×他人資

本利子率 

２ 法定機能に係るレートベースの額は、次に掲げる式により計算する。 

当該法定機能に係るレートベース＝対象設備等の正味固定資産価額＋繰延

資産＋投資その他の資産＋貯蔵品＋運転資本 

３ 前項の対象設備等の正味固定資産価額は、当該正味固定資産価額を用いて

算定する接続料に係る次の各号に掲げる算定方式の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

一 実績原価方式 接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表の帳

簿価額を基礎として算定された額 

二 将来原価方式 接続会計規則別表第二の役務別固定資産帰属明細表の帳
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簿価額を基礎として、合理的な将来の予測に基づき算定された額 

４ 第二項の繰延資産、投資その他の資産及び貯蔵品の額は、貸借対照表に記載

された繰延資産、投資その他の資産及び貯蔵品の額のうち、第二種指定電気通

信設備の管理運営に不可欠であり、かつ、収益の見込まれないものを基礎とし

て算定する。 

５ 第二項の運転資本の額は、次に掲げる式により計算する。 

運転資本＝対象設備等の第二種指定設備管理運営費（減価償却費、固定資産

除却損及び租税公課相当額を除く。）×（法定機能の提供から当該法定機能

に係る接続料の収納までの平均的な日数／三百六十五日） 

６ 第一項の他人資本比率は、負債の額が負債資本合計の額に占める割合の実

績値を基礎として算定する。 

７ 第一項の他人資本利子率は、社債、借入金及びリース債務（以下「有利子負

債」という。）に対する利子率並びに有利子負債以外の負債に対する利子相当

率を、有利子負債及び有利子負債以外の負債が負債の合計に占める比率によ

り加重平均したものとする。 

８ 前項の有利子負債に対する利子率は、有利子負債の額に対する営業外費用

のうち有利子負債に係るものの額の比率の実績値を基礎として算定する。 

９ 第七項の有利子負債以外の負債に対する利子相当率は、当該負債の性質及

び安全な資産に対する資金運用を行う場合に合理的に期待し得る利回りを勘

案した値として総務大臣が別に告示する値とする。 

（自己資本費用） 

第九条 法定機能に係る自己資本費用の額は、次に掲げる式により計算する。 

自己資本費用＝当該法定機能に係るレートベース×自己資本比率×自己資

本利益率 

２ 前項の自己資本比率は、一から前条第一項の他人資本比率を差し引いたも

のとする。 

３ 第一項の自己資本利益率は、次に掲げる式により計算される期待自己資本

利益率の過去三年間（リスク（通常の予測を超えて発生し得る危険をいう。以

下この条において同じ。）の低い金融商品の平均金利が、主要企業平均自己資

本利益率に比して高い年度を除く。）の平均値を基礎とした合理的な値とする。 

期待自己資本利益率＝リスクの低い金融商品の平均金利＋β×（主要企業

の平均自己資本利益率－リスクの低い金融商品の平均金利） 

４ 前項のβは、移動電気通信事業（その一端が移動端末設備と接続される伝送

路設備を用いて電気通信役務を提供する電気通信事業をいう。）に係るリスク

及び事業者の財務状況に係るリスクを勘案したものとして総務大臣が別に定

める値又は一のいずれか低い方の値とする。 

（利益対応税） 

第十条 法定機能に係る利益対応税の額は、次に掲げる式により計算する。 

利益対応税＝（自己資本費用＋当該法定機能に係るレートベース×他人資

本比率×有利子負債以外の負債比率×利子相当率）×利益対応税率 

２ 前項の他人資本比率は、第八条第一項の他人資本比率とする。 

３ 第一項の有利子負債以外の負債比率は、有利子負債以外の負債の額が負債

の額に占める比率の実績値を基礎として算定する。 

４ 第一項の利益対応税率は、法人税、事業税及びその他所得に課される税の税
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率の合計を基礎として算定された値とする。 

（接続料設定の原則） 

第十一条 接続料は、法定機能ごとに、当該法定機能に係る接続料の原価及び利

潤の合計額を当該接続料の原価及び利潤の算定期間に係る需要で除すことに

より定めなければならない。 

２ 前項の需要は、当該需要を用いて算定する接続料に係る次の各号に掲げる

算定方式の区分に応じ、当該各号に定める値とする。 

一 実績原価方式 接続料を算定する機能ごとの通信量等の実績値 

二 将来原価方式 接続料を算定する機能ごとの通信量等の合理的な将来の

予測値 

３ 接続料の体系は、当該接続料に係る第二種指定設備管理運営費の発生の態

様を考慮し、回線容量、通信回数、通信時間等を単位とし、社会的経済的にみ

て合理的なものとなるように設定するものとする。 

４ 接続料の水準は、当該接続料が事業者と他事業者との間に不当な競争を引

き起こさないものとなるように設定するものとする。 

第十七条 事業者は、法第三十四条第六項の規定により毎事業年度の会計を整

理したとき（前条第一項の承認を受けた二以上の事業者にあっては、当該二以

上の事業者のうち自ら以外の事業者が整理したときを含む。）に、その結果等

及び通信量等の実績値に基づき接続料を計算するものとする。 

２ 事業者は、前項の規定に基づき接続料（将来原価方式対象機能に係るものを

除く。以下この項において同じ。）を計算し、その結果に基づき接続料を変更

したときは、法定機能ごとに、接続料の変更前後の差額に当該法定機能に対す

る需要の実績値を乗じて得た金額を、当該接続料の原価及び利潤の算定に当

たり基礎となる二種接続会計の事業年度（以下「基礎事業年度」という。）の

翌年度の期首まで遡及して、他事業者と精算するものとする。ただし、当該法

定機能に係る接続料の急激な変動があると認められる場合にあっては、当該

金額を、基礎事業年度の期首まで遡及して、他事業者と精算するものとする。 

３ 第四条第一項の表一の項ロに掲げる機能の同条第二項第三号に掲げる部分

の接続料の原価及び利潤を第十三条第六項の規定に基づき算定する場合にお

いては、当該接続料について、前項の規定は適用しない。 

４ 事業者は、第一項の規定に基づき、精算接続料を計算し、その結果に基づき

精算接続料を変更したときは、当該精算接続料と当該精算接続料の基礎事業

年度に適用された予測接続料との差額に当該基礎事業年度に係る需要の実績

値を乗じて得た金額を、他事業者と精算するものとする。 
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